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山梨市空き家バンクについて 

 

空き家バンクとは・・・ 

空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を買いたい・借

りたい利用希望者をつなぐ制度です。所有者から登録された

空き家の情報をホームページ等で公開し、利用希望者へ提供

します。市内にある空き家を有効活用することで、地域の活性

化や移住定住の促進を目的としています。 

登録された物件について所有者と希望者の間で合意された

場合、市と協定を結んでいる山梨県宅地建物取引業協会に加

盟している宅建業者の仲介により、売買・賃貸借契約を行い

ます。 
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空き家バンクの流れ 
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所有者 利用希望者 ①空き家募集 

 
②物件登録申請 

 

②利用者登録 

 
③情報提供 

 

①PR 

 

③現地調査 

④専属専任 

媒介契約 

 

④見学申し込み 

 

⑤見学対応 

 

 

⑥見学対応 

 

 

⑥契約申し込み 

 

⑦
媒
介
依
頼 

契約仲介 

 

⑧⑨契約締結 

 

⑦交渉・調整 

 

⑧交渉・調整 

 

⑤物件登録 

 

４ページへ １３ページへ 

※山梨市は、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、賃借・売買に関する交

渉、契約等に関しての仲介業務は、市と協定を締結している(公社)山梨県宅地建物

取引業協会に所属している不動産業者が行います。なお、契約締結時には宅地建物

取引業法により定められた仲介手数料が発生します。 

 

※市は、交渉・契約等で発生するトラブル等には一切関与いたしません。 

 



- 4 - 

 

空き家所有者の方 

①空き家募集 

山梨市では、空き家バンクに登録する空き家を常時募集しています。 

なお、登録できる物件は以下のとおりです。 

 

〇山梨市内に存在する建物及びその敷地（建物の跡地も含む）で、居住を目的とし

て建築されており、現に居住していないもの（居住しなくなる予定のものを含む） 

購入者が就農希望者に限られますが、隣接する農地等を合わせて登録することも

可能です。（契約の際に農業委員会の許可が必要となります。） 

 

※登録できない物件 

・賃貸、分譲等を目的として建築された物件 

・未登記で、契約締結時までに表題登記、保存登記をすることができない物件 

・相続登記されていない等、申請者が所有者ではない物件 

・抵当権、地役権、質権等の権利が設定されている物件 

・隣地との境界に問題がある物件 

・家財等の処分ができない物件（残置物がある場合、原則、引渡までに所有者にお

いて全て処分していただきます。） 

・建築基準法に違反している、著しく老朽化が進んでいる等、構造上の問題がある

物件（建物を解体し更地にする条件で土地の登録をすることは可能です。） 

・すでに不動産業者等に媒介を依頼している物件 

・その他、市や不動産業者が、登録できないと判断した物件 

 

 

②物件登録申請 

「空き家バンク」登録申込書（様式第１号）、「空き家バンク」登録カード（様式第２号）、

チェックシートに記入し、提出してください。（建築時の図面等の書類がある場合は

合わせて写しの提出をお願いします。） 

市で内容を確認し、土地・建物の全部事項証明書、公図（不動産登記法第１４条地

図）、固定資産税の課税台帳等の調査を行います。 
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様式第１号 空き家バンク登録申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

留意事項について必ずご確認ください。 
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様式第２号 「空き家バンク」登録カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

の項目について、わかる範囲で記入してください。 
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各項目の説明 

 

分類  土地・建物両方または土地のみ（家屋を解体する）の当てはまる方に〇をし

てください。 

賃貸・売却の当てはまる方に✓してください。（両方で登録することも可能

です。） 

 

物件所在地  固定資産税の課税台帳等を参考に正確に記入してください。 

             土地が複数筆に渡る場合、全ての地番を記入してください。 

 

家屋の状態の目安  ★★★★★→修繕は不要 

★★★★☆→若干の修繕が必要 

★★★☆☆→ある程度の修理が必要（老朽箇所多少有） 

★★☆☆☆→大幅な改修が必要 

★☆☆☆☆→改修が困難（建物再築検討等） 

を参考に自己評価を記入してください。 

 

価格  賃貸・売却における希望額を記入してください。（妥当な金額がわからない

場合は、調査時に不動産業者に相談することも可能です。） 

 

所有者・管理者  取引の権限のある登記上の所有者の名前で申請してください。 

           現所有者と登記上の所有者が違う場合は申請できません。(登記

名義の方から委任状をいただければ申請可能です。※様式任意) 

 

その他連絡先  所有者が遠方にお住まい等で、調査、内見等の際対応いたただ 

ける方が別にいる場合は記入してください。 

 

物件の概要  物件の概要を項目ごとに記入してください。 

            面積は固定資産税の課税台帳等を参考に記入してください。 

土地が複数筆に渡る場合には合計した面積を記入してください。 

建物について附属家等がある場合には母屋について記入してくださ 

い。 

費用負担については、賃貸の場合、原則所有者負担となります。 

 

利用状況  現在の状況について記入してください。 
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設備状況  物件における設備の状況を項目ごと✓してください。 

 

間取  建物の間取りを記入してください。（枠が狭いので別紙で構いません。） 

 

特記事項  物件におけるその他の説明事項や要望事項を記入してください。マイ

ナス面も隠さずに記入してください。（例 相続登記手続き中 過去に

雨漏りあり  月に一度訪問し清掃している 民泊としての使用は NG 

離れ・作業小屋あり 隣接の農地もセットで登録希望 等） 
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チェックシート（所有者等用） 
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●申請が受理されると、市と協定を結んでいる「公益社団法人 山梨県宅地建物取

引業協会」に所属しており山梨市の協力会の会員となっている不動産業者の中

で、担当となる業者が選任されます。協定に基づき、選任された業者が物件調査か

ら見学の対応、契約に係る調整・交渉、契約締結の仲介まで担当します。 

 

③現地調査 

市職員・担当不動産業者により物件の現地調査を行います。所有者の立会いが必 

要となりますので、ご協力をお願いします。 

現地にてヒアリングをさせていただきつつ、物件の状況や間取り等を確認し、空き

家バンクへの登録の可否を判断します。 

その際、不動産業者に価格について相談することも可能です。 

 

④専属専任媒介契約 

原則、担当不動産業者と「専属専任媒介契約」を結んでいただきます。 

専属専任媒介契約とは、契約した１社のみに売却活動を依頼することができ、取引

の際には必ずこの業者の仲介が必要となる契約です。（他社への依頼不可、個人間

での直接交渉不可）そのため、すでに他の不動産業者へ媒介を依頼している物件

は登録できません。 

これは、空き家の特性上、登録に必要な物件の調査や契約交渉などにあたり専門

的な対応や労力が必要となり、また、空き家バンクの制度の趣旨から個人間による

契約交渉などのトラブルの発生を防ぐためのものです。 

ご理解をお願いします。 

 

⑤物件登録 

調査完了後、市及び不動産業者にて公開用の登録カードを再作成し、間取り・写

真・大まかな地図等とともに山梨市のホームページ上及び地域資源開発課窓口に

て情報を公開いたします。 

申請時に記入いただいた情報を基に登録を行いますが、現地調査により修正があ

る場合、内容を修正して掲載いたします。（登録時に公開用の登録カードをお送り

いたしますのでご確認ください。） 

所有者の個人情報は公開いたしませんが、建物の外観・室内の写真及び大まかな

位置は公開いたします。詳細な地番等は内見の申し込みをした方のみにお伝えい

たしますが、公開されている情報のみでもどの建物か特定できる可能性がござい

ますのでご了承ください。 

●登録の有効期間は２年間となります。（契約に至らず期間満了となった場合は抹

消となりますが、申請により再登録も可能です。 
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ホームページ画面 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/site/iju/1929.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 12 - 

 

 

⑥見学対応 

公開された情報を見て興味を持った方が見学を希望された場合、日程を調整し市

職員・不動産業者立会いの下、物件の見学を行います。見学は平日の日中となりま

す。原則、所有者の方にも立ち会っていただきますので調整をお願いします。（物

件に関する説明や希望者からの質問に対して対応していただく場合があります。） 

なお、一度に受け付ける件数は 1件ずつとしております。見学の希望があった場

合、その時点で他の方からの見学希望の受付を中止いたします。その方が契約に

至らなかった場合は再度受付を再開する方式となっております。 

これは、一度に見学の希望が集中すると平日に何度も足を運んでいただくことに

なり所有者の方への負担が大きいこと、また、複数人の予定を調整するため見学

希望の申請から見学を実施するまでに時間を要することがあり、必ずしも申請し

た順番での見学実施になるとは限らないため、公平を期すためのものです。ご理

解いただきますようお願いいたします。 

●遠方にお住まいやお仕事等の理由から、毎回の見学対応が難しい場合、担当の

不動産業者によっては鍵をお預かりし見学対応をお任せできる場合があります。

全ての業者が対応できるわけではありませんので、申請の際にその旨をお伝えく

ださい。（鍵のお預けには市は関与いたしませんので、現地調査の際に担当不動産

業者に直接ご相談ください。） 

 

⑦交渉・調整 

物件見学後、希望者の方から正式に契約の申し込みがあった場合、担当不動産業

者により契約に向けた交渉や細かい条件の調整を行います。市から担当不動産業

者に連絡先等の個人情報をお伝えさせていただきますのでご了承ください。 

担当不動産業者から連絡がありますのでご対応ください。 

 

⑧契約締結 

条件がまとまりましたら担当不動産業者の仲介により、希望者の方と不動産売買・

賃貸借の契約を結んでいただきます。 

その際、不動産業者に対し宅地建物取引業法によって定められた仲介手数料が発

生いたします。 

 

※契約は、不動産業者の仲介により当事者間で行われる通常の不動産取引になり

ます。市は、交渉・契約等で発生した一切のトラブルには関与できませんのでご了

承ください。 
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利用希望者の方 

①PR 

空き家を利用して山梨市へ移住を希望される方や二拠点生活を考えている方等、

より多くの方に空き家情報を知っていただくため山梨市ホームページや地域資源

開発課窓口で空き家バンク登録物件の価格・間取り・写真・物件概要等の情報を公

開しています。（登録されている空き家についてはあくまで個人の財産となります

ので、利用者登録をされていない方にはホームページで公開されている以外の情

報についてはお伝えできません。詳細については利用者登録を行い、見学の申し

込みをされた方にのみお伝えしています。） 

また、移住希望者向けのイベント等に出展し、物件情報のほか、暮らしや移住に関

する相談も受け付けています。 

 

②利用者登録 

空き家バンク登録物件の詳細を知りたい方や物件を見学したい方は、空き家バン

クの利用者登録が必要となります。登録にあたっては、「空き家バンク」利用登録申

込書（様式７号）、チェックシートの提出、またはホームページの申請フォームから申

請をしてください。 

なお、登録の要件は以下のとおりです。 

 

〇空き家に定住・もしくは定期的に滞在すること。 

〇経済・教育・文化・芸術活動を行うことにより地域の活性化に寄与できること、

または山梨市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して

生活できること。 

〇暴力団等の反社会的勢力に属していないこと 

 

登録の有効期間は2年間となります。2年間経過すると自動的に抹消となります。

再度登録を希望される場合は改めて申請が必要となります。  

 

空き家バンクに登録された個人情報は、本事業の目的以外には使用いたしません。 
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様式第７号 「空き家バンク」利用登録申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

留意事項について必ずご確認ください。 

利用する目的や希望する条件など、 

できるだけ詳しく記入してください。 
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チェックシート（利用希望者用） 

  

登録にあたっ

ての確認事項

です。内容を

確認し、はい

かいいえに〇

をしてくださ

い。（いいえ

がある場合、

申請できませ

ん。） 

登録に対して

ご留意いただ

く事項です。 

内容をご確認

の上、了承い

ただける場合

は✓してくだ

さい。（ご了

承いただけな

い場合、申請

できません。） 
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オンライン申請  https://logoform.jp/f/Xp2Ar こちらから読み込んでください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人・法人を選択するとそれぞれ確認事項・説明事項が表示されます 

確認事項・説明

事項については

内容を確認の

上、✓してくださ

い。 

一つでも同意さ

れない場合、登

録できません。 

https://logoform.jp/f/Xp2Ar
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画面に従っ

て各項目を

入力してく

ださい。 
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必要事項を入力

したら確認画面

へ進むをクリック 

入力内容を確認

後、送信をクリック 

この画面が表示され

れば申請完了です。 
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③情報提供 

利用登録をされた方には空き家のより詳細な情報をお伝えすることができ、見学

の申し込みを受け付けます。見学の申し込みをされた方には所在地等の情報もお

知らせしています。 

 

④見学申し込み 

ホームページを確認していただき、受付状況が〇になっている物件については、見

学をすることができます。ご希望の場合は市の担当者へ申し込んでください。日程

を調整し、原則所有者・市職員・担当の不動産業者立会いの下、物件の見学を行い

ます。（複数人の予定を調整するため、調整に時間を要することがあります。希望

日については複数日程あげていただくと調整がしやすいです。） 

※見学は平日の日中となります。 

 

なお、一度に受け付ける件数は 1件ずつとしております。見学の希望があった場

合、その時点で他の方からの見学希望の受付を中止いたします。その方が契約に

至らなかった場合は再度受付を再開する方式となっております。 

これは、一度に見学の希望が集中すると平日に何度も足を運んでいただくことに

なり所有者の方への負担が大きいこと、また、複数人の予定を調整するため見学

希望の申請から見学を実施するまでに時間を要することがあり、必ずしも申請し

た順番での見学実施になるとは限らないため、公平を期すためのものです。ご理

解いただきますようお願いいたします。 

※現時点で×（受付不可）となっていても、契約に至らなかった場合等、再度受付

を開始する場合があります。×となっている物件でも状況をお伝えすることは可能

ですのでお問い合わせください。 

 

⑤見学対応 

日程調整後、空き家の所在地をお伝えいたします。調整した時間に、現地へお越し

ください。所有者・担当不動産業者が立会いますので確認したいことを質問してく

ださい。 

見学後、概ね 1週間を目安とし、辞退するのか、契約を希望するのかの方向性の連

絡をお願いします。前向きに検討するためにもう一度見学をしたい等の希望があ

れば可能な限り調整いたします。 

 

⑥契約申し込み 

契約を希望する場合は、「空き家バンク」利用申込書（様式１１号）、及び誓約書（様

式１２号）に必要事項をご記入の上提出をお願いします。 
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様式１１号 「空き家バンク」利用申込書 
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様式１２号 誓約書 
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⑦媒介依頼 

「空き家バンク」利用申込書及び誓約書の提出をもって、市から担当不動産業者へ

正式に契約に向けた媒介依頼を行います。 

 

⑧交渉・調整 

担当不動産業者により契約に向けた交渉や細かい条件の調整を行います。市から

担当不動産業者に連絡先等の個人情報をお伝えさせていただきますのでご了承く

ださい。 

担当不動産業者から連絡がありますのでご対応ください。 

 

⑨契約締結 

条件がまとまりましたら担当不動産業者の仲介により、所有者の方と不動産売買・

賃貸借の契約を結んでいただきます。 

その際、不動産業者に対し宅地建物取引業法によって定められた仲介手数料が発

生いたします。 

 

※契約は、不動産業者の仲介により当事者間で行われる通常の不動産取引になり

ます。市は、交渉・契約等で発生した一切のトラブルには関与できませんのでご了

承ください。 

 


